
年度 31年度

ＰＬＡＮ(計画) 自己評価 事務事
業番号

85

平成 29 年度事業評価シート №１

事 業 区 分 施設等維持管理事業 事務事業評価の履歴 有

事 務 事 業 名 公有財産（普通財産）処分事業

予 算 科 目 2 款 1 項 5 目

総合計画での位置づけ 効率的で健全な行財政運営の推進

予 算 事 業 名 公有財産（普通財産）処分事業

担 当 課 経営企画課 担 当 課 長 安倍　達也

事 業 担 当 者 篠原　正継 一 次 評 価 者 久芳　浩二

事 業 の 性 格 自 治 事 務

法 令 根 拠 等 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律、久山町財務規則

事 業 の 対 象 公有財産（普通財産）全般

事 業 の 目 的
公有財産（普通財産)の売却処分を実施し、自主財源を確保するとともに、維持管理
費用の削減をめざす。

実　施　期　間
開始年度 平　成 28 年度から

終了年度 平　成 年度まで

事　　業　　の　　内　　容
公有財産（普通財産）の把握と土地建物等の売却可能資産の洗い出し。売却可能
資産の処分の促進。

単位 28 年度 29 年度 30

公有財産（普通財産）の売却額

区分年度

指　標　設　定　の　考　え　方公有財産（普通財産）の売却額を指標とし、処分の進捗状況を指標とする。

実 績 千円 61,698 258,076
目 標 千円 180,000 350,000 100,000

目　的　達　成　の　指　標

事業遂行時懸案事項等

売却可能資産を把握する中で、宅地等の中でも入札等を実施し処分が出来るものも
あれば、狭小物件等で容易に処分できないものとがあるため、その見極めが重要と
なってくる。また、事業用地として過去先行取得した土地が事業の断念等で公有財
産で残った状態であり、この土地が山林、原野等処分不可能であること。また、普通
財産の中で宅地、雑種地も狭小地であつたり。現況道路、現況水路の状況で処分不
能であることが多い状況である。

事業実施時懸案事項対応等



円
※負担額には国費・県費は含まれていません。（千円）

28 29 30 31

28 29 30 31 32

※　上段には目標値を、下段には実績値をそれぞれ記入してください。
28 29 30 31

円
※負担額には国費・県費は含まれていません。（千円）

28 29 29

事務量及び財政内訳
町民一人当たり負担額

PLAN（計画） №２

項　　　　　　　　目 年度予算 年度予算 年度予算

3,035

事務量

①　人　工　数 0.21 0.21 0.32 0.32
年度予算

②　人　件　費　単　価 7,289 7,381 7,350
③　補助事業人件費 0 0 0 0

7,350

2,352

2,352
合　　　　計

人件費（①×②－③） 1,530 1,550 2,352

事業費
直接事業費 25,511 25,225 69,863 27,900

財源内訳

国　庫　支　出　金
27,041 26,775 72,215 30,252

人　件　費 1,530 1,550 2,352

県　支　出　金

そ　　の　　他
地　　方　　債

一　般　財　源 27,041

事業費計画 （千円）
区分／年度

合　　　　計 27,041 26,775 72,215 30,252
26,775 72,215 30,252

目　　　標
実　　　績 22,706 23,733

25,511 25,225 69,863 27,900
年　度 年　度 年　度 年　度 年　度

売却資産件数 筆

事業活動の実績（活動指標）
年度 年度

80

売却資産面積 ㎡

項目 単位 年度 年度

公有資産台帳整備率 ％
60

45 60

37,190

20

DO（実施）

事務量及び財政内訳
町民一人当たり負担額 2,949

③　補助事業人件費 0 0 0

①　人　工　数 0.18 0.21 0.32
②　人　件　費　単　価 6,768 7,381

年度決算 年度予算 年度決算

事務量

項　　　　　　　　目

7,129

事業費
直接事業費 22,706 25,225 23,733
人　件　費 1,218 1,550

人件費（①×②－③） 1,218 1,550 2,281

2,281

0
県　支　出　金 0 0 0

合　　　　計 23,924 26,775 26,014

財源内訳

国　庫　支　出　金 0 0

地　　方　　債 0 0 0
そ　　の　　他 0 0 0

合　　　　計 23,924 26,775 26,014

実施備忘録

一　般　財　源 23,924 26,775 26,014



5 大 小 1
１．そもそも必要な事業か？

町民のニーズが高い。ニーズが増加傾向である。
緊急性が高く、即時に実施しなければならない。
実施しなければ町民生活に及ぼす影響が大きい。
町民生活や町のイメージアップの向上に寄与する。

２．町が実施する必要があるか？
町が実施主体となることが法令等により定められている。※該当する場合は左の□にチェックしてください。
公権力行使、あるいは政策判断を伴い、民間等では実施できない。
民間等や国・県で実施するよりも効果的である。
民間等あるいは国や県で類似事業を実施していない。

３．実施内容は適切か？
　①有効性

久山町総合計画基本計画の将来計画を実現するために有効な事業である。
事業の手法・活動内容は適切である。
事業の成果達成状況や進捗状況は順調である。

　②効率性
事業費に見合った成果を上げている。
外部委託等（指定管理者を含む）による効率化が図られている。
実施方法の工夫により効果を維持しながらコスト削減を図っている。

　③公平性・透明性
受益者負担について課題はない。（または、受益者負担を求めることが適当でない。）
事業費に占める一般財源の額は妥当である。
ホームページや広報を活用し、積極的に情報を公開している。

重点化 実施方法の工夫
現状のまま維持 事業の効率化
見直し 受益者負担の適正化
廃止 事業縮小
事業完了 その他

４．自己評価の理由（必要性、有効性、効率性、公平性・透明性の観点から）

５．成果実績の評価（今後の方向性等について具体的に）と課題認識

ＣＨＥＣＫ（評価） №３

判定

自己評価 評価者 篠原　正継
5段階評価で評点を付けます。

↓
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今後の方向性 見直しの具体的内容

公有普通財産の処分については、処分可能財産を適切に処分し維持管理費用のコスト削減を実施する必要が
ある。しかし、売却計画の策定までには至っておらず策定が急務である。

H３０年度において、売却可能資産の一部を入札にて処分予定であるが、引き続き処分可能資産の精査を行い
処分計画の策定を実施する。



自己評価を基に基本施策の進捗状況と照らし合わせて評価を行う。

5段階評価で評点を付けます。
5 大 小 1

１．そもそも必要な事業か？
町民のニーズが高い。ニーズが増加傾向である。
緊急性が高く、即時に実施しなければならない。
実施しなければ町民生活に及ぼす影響が大きい。
町民生活や町のイメージアップの向上に寄与する。

２．町が実施する必要があるか？
町が実施主体となることが法令等により定められている。※該当する場合は左の□にチェックしてください。
公権力行使、あるいは政策判断を伴い、民間等では実施できない。
民間等や国・県で実施するよりも効果的である。
民間等あるいは国や県で類似事業を実施していない。

３．実施内容は適切か？
　①有効性

久山町総合計画基本計画の将来計画を実現するために有効な事業である。
事業の手法・活動内容は適切である。
事業の成果達成状況や進捗状況は順調である。

　②効率性
事業費に見合った成果を上げている。
外部委託等（指定管理者を含む）による効率化が図られている。
実施方法の工夫により効果を維持しながらコスト削減を図っている。

　③公平性・透明性
受益者負担について課題はない。（または、受益者負担を求めることが適当でない。）
事業費に占める一般財源の額は妥当である。
ホームページや広報を活用し、積極的に情報を公開している。

重点化 実施方法の工夫
現状のまま維持 事業の効率化
見直し 受益者負担の適正化
廃止 事業縮小
事業完了 その他

一次評価の理由（今後の方向性等について具体的に）

自己評価・一次評価の傾向

ＣＨＥＣＫ（評価） №４

評価者

評点 判定

久芳　浩二
↓

一次評価
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見直しの具体的内容今後の方向性

町の収入としては税や補助金、交付金などがあるが、財産処分についても町の事業を進める上で重要な収入
源となっており、総合計画等に基づく独自事業の財源としては特に有用なものである。町有財産の売却につい
ては土地の売り払いが中心となっており、競争入札による売却や隣接者への優先売却により処分を進めてい
るところではあるが、町の保有する普通財産については、立地不便や狭小、異形など条件の悪いものが多く、
売却に苦労している状況にある。また、町の土地政策によりほとんどが調整区域であるため、その使途が限定
されることもあり売却が進まない一因ともなっている。今後は土地利用並びに都市計画の見直しや変更により、
利用方法を広げることによって売却を進める必要がある。
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一次評価結果により、以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を進める。

一次評価結果のとおり事業継続と判断する。

一次評価結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。

一次評価は以下の点で問題がある又は判断されるため、一次評価の見直しを求める。

月 日

住民サービスに直結する主要事業のため、評価そのものを外部評価委員会に諮ることとする。

一次評価結果のとおり事業縮小と判断し、外部評価委員会に諮ることとする。

月 日
開催予定

一次評価結果のとおり事業廃止と判断し、外部評価委員会に諮ることとする。

評価終了
外部評価へ

事務事業の改善案

ACTION（評価・改善） 自己評価、一次評価の結果を踏まえ、実施体系の進捗状況と照
らし合わせ評価を行う。

№５

評価者 安倍　達也二次評価

　事業は当然財政的にも継続すべきであるが、都市計画法や建築基準法、農振法等の個別法
の土地利用規制等があり、思うように財産処分できないのが課題である。田園都市課等との連
携により、可能な限り地区計画の都市計画決定や接道要件を満たすためのインフラ整備等、財
政状況を踏まえた上で財産処分の方策について検討するものとする。

一次評価をやり
直し、

までに事務局へ
提出すること。

外部評価委員会
で評価する。

手段

内容



外部評価

重点化 実施方法の工夫
現状のまま維持 事業の効率化
見直し 受益者負担の適正化
廃止 事業縮小
事業完了 その他

外部評価委員の意見

経営者会議

重点化 実施方法の工夫
現状のまま維持 事業の効率化
見直し 受益者負担の適正化
廃止 事業縮小
事業完了 その他

経営者会議の評価

ACTION（評価・改善） 自己評価、一次評価、二次評価の結果を踏まえ、実施体系の進
捗状況と照らし合わせ評価を行う。

№６

今後の方向性 見直しの具体的内容

評
価

今後の方向性 見直しの具体的内容

評
価

経営者評価


